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お
知
ら
せ

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請
は
お
忘
れ
な
く
！

税
務
課
か
ら

　

次
の
対
象
車
両
を
お
持
ち
で
軽
自
動
車

税
の
減
免
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
納
期
限

ま
で
に
役
場
税
務
課
で
申
請
を
し
て
く
だ

さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
の
施
行
に
よ
り
、

申
請
時
に
減
免
を
受
け
る
方
の
個
人
番
号

及
び
身
元
確
認
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
ま

た
、
前
年
度
に
申
請
し
た
内
容
に
変
更
が

あ
る
方
に
つ
い
て
は
、
自
動
継
続
に
よ
る

減
免
を
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
減
免
を
希
望

さ
れ
る
方
は
必
ず
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
減
免
は
1
人
に
つ
き
1
台
限
り

で
す
。
ま
た
、
普
通
自
動
車
税
の
減
免
と

の
重
複
は
で
き
ま
せ
ん
。

◆
対
象
車
両

　

次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
軽
自

動
車
な
ど

①
身
体
に
障
が
い
の
あ
る
方
及
び
精
神
に

障
が
い
の
あ
る
方
（
以
下
身
体
障
害
者

等
と
い
う
。）
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
な

ど
で
、
本
人
ま
た
は
家
族
が
運
転
す
る

も
の

②
身
体
障
害
者
等
と
生
計
を
同
じ
に
す
る

家
族
が
所
有
し
て
い
る
軽
自
動
車
な
ど

で
家
族
の
方
が
運
転
す
る
も
の

③
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世

帯
、
ま
た
は
身
体
障
害
者
等
と
18
歳
未

満
の
者
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
で
、
常
時

介
護
す
る
方
が
運
転
す
る
も
の

※
こ
の
他
に
、
障
害
の
等
級
が
要
件
に

な
り
ま
す
の
で
、

詳
し
く
は
税
務
課

へ
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

◆
申
請
期
間

　

4
月
1
日
（
月
）
～
5
月
7
日
（
火
）

◆
必
要
書
類

◦
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手

帳
の
い
ず
れ
か

◦
印
鑑

◦
運
転
者
の
運
転
免
許
証

◦
申
請
者
の
「
個
人
番
号
カ
ー
ド
」
も
し

く
は
「
個
人
番
号
通
知
カ
ー
ド
及
び
身

元
確
認
書
類
の
い
ず
れ
か
」

◆
問
い
合
わ
せ
先
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平
成
31
年
度

固
定
資
産
税
の
縦
覧
・
閲
覧

　

平
成
31
年
度
の
固
定
資
産
税
の
縦
覧
（
閲

覧
）
期
間
は
次
の
と
お
り
で
す
。
固
定
資

産
税
の
縦
覧
と
は
、
納
税
者
が
所
有
す
る

土
地
・
家
屋
の
価
格
が
適
正
で
あ
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
た
め
、
縦
覧
帳
簿
に
よ

り
他
の
土
地
・
家
屋
の
価
格
と
比
較
す
る

こ
と
が
で
き
る
制
度
で
す
。

縦
　
覧
…
…
…
縦
覧
帳
簿

◆
期
間　

4
月
1
日
～
5
月
31
日
（
土
・
日
・

祝
は
除
く
）

◆
場
所　

税
務
課

◆
縦
覧
で
き
る
方

　

土
地
ま
た
は
家
屋
を
所
有
す
る
納
税

者
（
課
税
標
準
額
が
免
税
点
未
満
の
方

は
税
負
担
が
な
い
た
め
、
縦
覧
は
で
き

ま
せ
ん
。）

※
土
地
、
家
屋
の
い
ず
れ
か
一
方
の
資
産

を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
そ
の
資
産
の

み
の
縦
覧
と
な
り
ま
す
。

※
納
税
管
理
人
、
同
世
帯
の
方
も
縦
覧
で

き
ま
す
。

◆
縦
覧
で
き
る
内
容

○	

土
地
・
・
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
、

価
格

○	

家
屋
・・
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

床
面
積
、
価
格

※
所
有
者
・
課
税
標
準
額
は
記
載
さ
れ
ま

せ
ん
。

◆
縦
覧
に
必
要
な
も
の

　

本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
納
税
通
知

書
（
前
年
度
分
で
も
可
）、
ま
た
は
運
転

免
許
証
な
ど
）

◆
手
数
料　

無
料

◆
そ
の
他　

縦
覧
帳
簿
の
コ
ピ
ー
は
で
き

ま
せ
ん
。

閲
　
覧
…
…
…
名
寄
帳

◆
期
間　

閲
覧
期
間
に
制
限
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
縦
覧
期
間
中
は
手
数
料
が
異
な

り
ま
す
。

◆
場
所　

税
務
課
、
各
支
所
総
合
窓
口
室

◆
閲
覧
で
き
る
方

　

納
税
義
務
者
、
納
税
管
理
人
、
同
世

帯
の
方

◆
閲
覧
に
必
要
な
も
の　

本
人
確
認
で
き

る
も
の
（
納
税
通
知
書
（
前
年
度
分
で

も
可
）、
ま
た
は
運
転
免
許
証
な
ど
）

◆
手
数
料　

縦
覧
期
間
中
、
閲
覧
料
は
無

料
◆
そ
の
他　

名
寄
帳
の
コ
ピ
ー
は
1
枚
に

つ
き
20
円
必
要
で
す
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

 

税
務
課

☎
０
８
５
９
‐
54
‐
５
２
０
８


